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保育園の入園お申込みは 
平成平成2626年1月6日（月）（月）～1717日（金）（金）までまで 

保 育 園 名
 

 

 

日和佐保育園（定員70名） 
美波町奥河内　☎77－0092 
 

赤松保育園（定員30名） 
美波町赤松　☎79－3002 

 

由 岐保育園（定員60名） 
美波町西の地　☎78－0547 
 

木岐保育園（定員30名） 
美波町木岐　☎78－0670 

 

阿部保育園（定員30名） 
美波町阿部　☎78－0672

対　象　年　齢 

（平成25年4月1日現在） 

 

6ヶ月児～3歳児 

平成22年4月2日～平成25年10月1日までに生まれた子 

 

1歳児～5歳児 

平成20年4月2日～平成25年4月1日までに生まれた子 

 

6ヶ月児～5歳児 

平成20年4月2日～平成25年10月1日までに生まれた子 

 

 

1歳児～5歳児 

平成20年4月2日～平成25年4月1日までに生まれた子 

平日・土曜日 

開園時間 

 

7時30分 

 

18時00分 

　平成26年度の保育園入園申込みの時期になりました。 
　保育園へ入園を希望される方は、各保育園または役場保健福祉課・由岐支所住民室で申込書等必要書類を受
取り、申込書をよく読んで保育の実施を必要とする理由をできるだけ具体的にご記入のうえ、お申込みくださ
い。 
　また、現在お子様が入園中で26年度も引き続き入園を希望する方についても申込書･源泉徴収票･就労等証
明書等その他書類については、家庭状況の把握や保育料の決定の際にも必要となりますので、次の日程により
必要書類を入園希望の保育園へ提出してください。 

〜 

◎申込受付期間及び時間 
　平成26年1月6日（月）～ 1月17日（金）の8時30分～16時30分まで（土・日曜日・祝祭日を
除く。勤務等の都合でこの時間以外に申込みたい場合は、前もって各保育園へご相談ください。） 

◎受付場所：受付は各保育園で行います。（簡単な面接を行いますので、お子様と共にお越しください。） 
日和佐保育園　☎77－0092　　赤松保育園　☎79－3002 
由岐保育園　☎78－0547　　木岐保育園　☎78－0670　　阿部保育園　☎78－0672 

4月当初からの入園でなく年度途中から入園を希望されている場合も、平成26年1月6日～1月17日
までに希望する保育園までご連絡ください。 

◎希望する保育園をお選びください。入園申込書には、第一希望、第二希望をお書きください。 

保育園の入園お申込みは 
平成平成2626年1月6日（月）（月）～1717日（金）（金）までまで 

■保育園事業 
　　◎各保育園では次のような事業を行っております。 

・子育て支援事業（一時的保育事業） 
・子育て相談事業（小児科医・臨床心理士・言語医・特別支援巡回指導員・保健師との連携） 
・4・5歳児に対する外国人講師による英語遊び 
・交流事業（地域・福祉施設・老人クラブ等・町内小中学校・他園） 
・地域活動事業（祭り・運動会等参加） 
・食育指導（給食参観・アレルギー食検討会・クッキング等） 
・園開放　 

　※園により多少の違いがあります。　 

■広域入所について 
　平成24年4月1日から阿南市の保育所に入所申込ができるようになっていますが、入所申込日・入所基準など詳し
いことについては、役場保健福祉課（☎77－3614）・由岐支所住民室（☎78－2212）へお問い合わせください。 

保育園の入園お申込みは 
平成26年1月6日（月）～17日（金）まで 
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児童手当制度のご案内児童手当制度のご案内 児童手当制度のご案内児童手当制度のご案内 児童手当制度のご案内 
◆支給対象　町内に住所があり、中学校修了までのお子さんを養育しているかたが対象となります。 

※公務員の方は、勤務先でのお手続き、勤務先からの支給になります。 
※児童福祉施設等に入所されている場合や里親等に委託されている場合は、原則として、その施
設の設置者や里親等に支給します。 

　　　　　　この他の支給要件もあります。詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。 

◆支 給 額　＜所得制限額未満の方＞ 
0歳～3歳未満（一律） 　　　　　　 　15,000円（月額） 
3歳～小学校修了前（第1子・第2子）　10,000円（月額） 
3歳～小学校修了前（第3子以降）　　　15,000円（月額） 
中学生（一律）　　　　　　　　　　　　10,000円（月額） 
＜所得制限額以上の方＞ 
0歳～中学生（一律）　　　　　　　　　　5,000円（月額） 
※第何子目かは、養育する18歳到達後最初の3月31日までの児童のうち、年長から順に数
えます。 

◆支払時期　原則として、6月、10月、2月にそれぞれ前月分までが支給されます。 

◆関係届出・手続一覧　受給該当の方は、各種届や請求書を提出する必要があります。 
※届が遅れますと手当が支給されなかったり、過払い分を返金していただくことにな
ります。（出生や転入手続きは、15日以内の申請が必要です。） 

　児童に関する各種手当について皆さんご存じでしょうか？ いずれの制度も自分から請求しなければ対象とな
りません。一度自分の受けている手当を見直し、請求を忘れている方は早めに請求してください。 
 

児　童　扶　養　手　当 
対 象 者　　父又は母と生計を共にしていない児童を養育している方に支給されます。 
　　　　　　※所得が多い場合支給されないことがあります。 
　　　　　　※H22年8月から父子家庭も対象となりました。 
支給期間　　児童が18歳に達した年度末まで 
支給金額　　1人の時  9,710円～41,130円 
　　　　　　2　〃　14,710円～46,130円　　所得によって変動します。 
　　　　　　3　〃　17,710円～49,130円 
　　　　　　4人以上　3人の額に、一人3,000円が加算 
 

特　別　児　童　扶　養　手　当 
対 象 者　　障害児を養育している方に支給されます。 
　　　　　　※所得が多い場合支給されないことがあります。 
支給期間　　20歳の誕生日の前月まで 
支給金額　　お問い合せください。 

 

【お問い合せ先】　役場保健福祉課　☎77－3614

提 出 を 必 要 と す る と き  
新たに受給資格が生じたとき（初めてお子さんが生まれた・養育するようになった。） 
毎年６月（すべての受給者）　※必須　 
出生などにより養育児童が増えたとき 
受給者の離婚や施設入所などにより養育児童が減ったとき 
受給者の離婚や施設入所などにより養育児童がいなくなったとき 
受給者が公務員になったとき 

受給者または養育している児童の住所が変わったとき
　 

 
受給者または養育している児童の名前が変わったとき 
振込口座を変更したいとき 

届出の種類 
認定請求書 
現況届 
額改定認定請求書 
額改定届 
受給事由消滅届 
受給事由消滅届 
住所変更届 
受給事由消滅届 
氏名変更届 
金融機関変更届 

児童に係る各種手当について  
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1．募集内容　・保育士　17名程度　　・幼稚園教諭　3名程度 

2．提出書類　（1）履歴書（市販用紙、要写真貼付）　（2）免許資格証の写し 

3．応募受付　（1）受付場所：美波町役場総務企画課又は住民室 

　　　　　　　（2）応募締切：平成26年1月17日（金）まで　※郵送の場合は必着 

4．選考方法　面接　※試験日については、応募された方、各人宛にご連絡します。 

5．応募資格 

（1）保育士資格または幼稚園教諭免許（平成26年3月末までの保有見込含む。） 

（2）心身共に健康な人（年齢、性別は問いません。） 

（3）次の事項に該当しない人 

・成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む） 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・美波町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張
する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

6．勤務条件等 

（1）雇用期間：平成26年4月2日より平成26年9月30日まで（6ヶ月のみ更新あり） 

（2）勤務時間：7 : 30～18 :15の間の7時間45分（交替制勤務） 

（3）賃　　金：月額142,000円、一時金：6月100,000円・12月150,000円（平成25年度実績） 

（4）通勤手当：正規職員に準じて支給。ただし、町有地に駐車する場合は、駐車場使用料必要。 

（5）社会保険：健康保険･厚生年金･雇用保険加入 

（6）休日･休暇：週休2日制、有給休暇5日／6月、特別休暇：夏季3日、忌引休暇有 

7．特記事項 

（1）臨時職員として任用されている間の身分は地方公務員となりますの
で、　守秘義務や営利企業等の従事制限（兼業の禁止）等、地方公務員
とし　ての義務が課されることとなります。 

（2）応募いただいた履歴書は採否に関わらずお返しいたしません。 

【お問い合せ先】　役場総務企画課　☎0884-77-3611 

※郵送の場合の送付先 
　〒779-2395 徳島県海部郡美波町奥河内字本村18-1 
　美波町総務企画課　　 

平成26年度 美波町臨時職員（保育士・幼稚園教諭）を募集!!
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年末年始役場業務年末年始役場業務のご案内ご案内 年末年始役場業務のご案内 
役場の一般業務は、12月28日（土）～1月5日（日）まで休ませていただきます。 

 
 
 
◆住民生活課 
 
◆住 民 室 
 
 
 

◆保健福祉課 
◆税 務 課 
◆住 民 室 

◆水 道 課 
 
◆地域振興室

 
 
 

◆日和佐公民館 
 

◆由岐公民館 
 

◆日和佐図書・資料館 
 

◆う み が め 博 物 館 
 

◆ぽ っ ぽ マ リ ン 
 
 

◆日 和 佐 総 合 体 育 館 
 

◆由岐Ｂ＆Ｇ海洋センター 

◎死亡届、◎死亡届、出生届、出生届、婚姻届などの戸籍の届出は当直が受付婚姻届などの戸籍の届出は当直が受付
しますが、しますが、印鑑証明、印鑑証明、戸籍謄抄本、戸籍謄抄本、住民票などの発行は住民票などの発行は
取り扱いいたしません。取り扱いいたしません。 
◎火葬場火葬場は、は、1月1日（火（火）だけ休ませていただきます。だけ休ませていただきます。 
◎ゴミ収集ゴミ収集は、は、1212月3030日（日（日）まで平常どおり行います。まで平常どおり行います。
1212月3131日（月（月）～1月3日（木（木）まで休ませていただまで休ませていただ
きます。きます。 
　日和佐地区は　日和佐地区は1月4日（金（金）から、から、由岐地区は由岐地区は1月7日
（月（月）から平常どおり行います。から平常どおり行います。 

 
◎証明書の発行は、◎証明書の発行は、取り扱いしません。取り扱いしません。 
 

◎休開栓の受付は、◎休開栓の受付は、役場（7777－11111111）、由岐支由岐支所（7878
－11111111）で行います。で行います。 
　配水管の漏水などを発見しましたら役場、　配水管の漏水などを発見しましたら役場、または由岐支または由岐支
所までお願いします。所までお願いします。 

◎公民館、◎公民館、及びテニスコートなどの使用申込、及びテニスコートなどの使用申込、使用料の受使用料の受
領などは当直者が行います。領などは当直者が行います。 
　使用時間については、　使用時間については、8時3030分～分～1717時までです。時までです。 

◎1212月2929日（土（土）～1月3日（木（木）まで休館し、まで休館し、1月4日
（金（金）から開館します。から開館します。 

◎1212月2828日（金（金）～1月3日（木（木）まで休館し、まで休館し、1月4日
（金（金）から開館します。から開館します。 

◎1212月2929日（土（土）～1月3日（木（木）まで休館し、まで休館し、1月4日
（金（金）から開館します。から開館します。 

◎1212月3030日（日（日）～1月1日（火（火）まで休館し、まで休館し、1月2日
（水（水）から開館します。から開館します。 

◎1212月2929日（土（土）～1月3日（木（木）まで休館し、まで休館し、1月4日
（金（金）から開館します。から開館します。 
　使用申込は、　使用申込は、休館中できません。休館中できません。 

◎1212月2828日（金（金）～1月4日（金（金）まで休館し、まで休館し、1月5日
（土（土）から開館します。から開館します。 

■教育委員会からのお知らせ 

美波町成人成人式 について 

日時　平成26年1月3日(金 ) 午前10時～ 
　　　（受付：午前9時30分～10時） 

場所　美波町コミュニティホール 
　　　（美波町役場本庁舎横） 

　町民の皆さま、多数ご来場いただき新成人を
お祝いくださいますようご案内いたします。 

【お問い合せ先】 
日 和 佐 公 民 館　☎77－0028 
美波町教育委員会　☎77－3620

■消防防災課からのお知らせ 

美波町消防団出初出初式 について 

日時　平成26年1月5日(日 ) 午前10時～ 

場所　日和佐グラウンド 

※11時 30分頃（予定）から、消防団に
よる放水実演を日和佐川下流で行います。 

【お問い合せ先】 

役場消防防災課　☎77－3619

◎死亡届、出生届、婚姻届などの戸籍の届出は当直が受付
しますが、印鑑証明、戸籍謄抄本、住民票などの発行は
取り扱いいたしません。 

◎火葬場は、1月1日（水）だけ休ませていただきます。 

◎ゴミ収集は、12月30日（月）まで平常どおり行います。
12月31日（火）～1月5日（日）まで休ませていただ
きます。 
　1月6日（月）から平常どおり行います。 

 
◎証明書の発行は、取り扱いしません。 
 

◎休開栓の受付は、役場（77－1111）、由岐支所（78
－1111）で行います。 
　配水管の漏水などを発見しましたら役場、または由岐支
所までお願いします。 

◎公民館、及びテニスコートなどの使用申込、使用料の受
領などは当直者が行います。 
　使用時間については、8時30分～17時までです。 

◎12月29日（日）～1月3日（金）まで休館し、1月4日（土）
から開館します。 

◎12月28日（土）～1月3日（金）まで休館し、1月4日（土）
から開館します。 

◎12月29日（日）～12月31日（火）まで休館し、1月
1日（水）から開館します。 

◎12月30日（月）～1月1日（水）まで休館し、1月2日（木）
から開館します。 

◎12月30日（月）～1月3日（金）まで休館し、1月4日（土）
から開館します。 
　使用申込は、休館中できません。 

◎12月28日（土）～1月4日（土）まで休館し、1月5日（日）
から開館します。 

平成25年度 平成25年度 

成人式 出初式  
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こ
と 

　
平
成
26
年
４
月
か
ら
特
別
徴
収
を
中
止

し
て
、
７
月
か
ら
の
口
座
振
替
へ
納
付
方

法
の
変
更
を
希
望
す
る
方
は
、
平
成
26
年

１
月
31
日
（
金
）
ま
で
に
申
し
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。「
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
）
申
出
書
」

と
「
口
座
振
替
依
頼
」
が
必
要
で
す
。 

      

１
、
こ
れ
ま
で
口
座
振
替
を
ご
利
用
で
な

か
っ
た
方
は
、
役
場
・
支
所
へ
の
申

し
出
の
前
に
ご
希
望
の
金
融
機
関
へ

「
口
座
振
替
依
頼
書
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
（
提
出
の
際
に
口
座
の
届

出
印
が
必
要
に
な
り
ま
す
）。
そ
の
後
、

役
場
・
支
所
へ
の
申
し
出
を
お
願
い

し
ま
す
。 

 

★
美
波
町
役
場
へ
の
特
別
徴
収
か
ら
普

通
徴
収
変
更
の
申
し
出
（
申
出
書
は

本
庁
・
支
所
に
あ
り
ま
す
） 

★
金
融
機
関
へ
の
口
座
振
替
依
頼
（
国

保
税
の
口
座
登
録
が
な
い
方
）
↑
金

融
機
関
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
右
記
２
つ
の
申
し
出
と
依
頼
が
必 

に
は
時
間
を
要
す
る
た
め
、
申
し
出
の
時

期
に
よ
り
中
止
で
き
る
年
金
支
払
い
月
が

違
い
ま
す
） 

岐
支
所
住
民
室
に
申
し
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
（
申
し
出
に
つ
い
て
は
随
時
受
付
を

し
て
い
ま
す
が
、
特
別
徴
収
の
中
止
処
理 

　
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
か

ら
口
座
振
替
へ
納
付
方
法
の
変
更
を
希
望

す
る
方
は
、
役
場
保
健
福
祉
課
ま
た
は
由 

　
平
成
25
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
26
年

４
月
１
日
ま
で
の
間
に
65
歳
に
な
ら
れ

た
（
な
ら
れ
る
）
世
帯
主
の
方
お
よ
び

美
波
町
に
転
入
さ
れ
た
世
帯
主
の
方
で
、

下
記
の
条
件
を
ど
ち
ら
も
満
た
す
場
合

は
、
平
成
26
年
度
か
ら
新
た
に
特
別
徴

収
の
対
象
者
に
な
り
ま
す
！ 

 

　
下
記
の
条
件
を
ど
ち
ら
も
満
た
す
世

帯
主
の
方
で
、
平
成
25
年
４
月
２
日
か

ら
10
月
１
日
ま
で
に
65
歳
に
な
ら
れ
た

方
お
よ
び
美
波
町
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、

原
則
、
平
成
26
年
４
月
か
ら
特
別
徴
収

が
始
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
以
降
に

65
歳
に
な
ら
れ
た
（
な
ら
れ
る
）
方
お
よ

び
転
入
さ
れ
た
方
は
、
平
成
27
年
６
月

以
降
か
ら
順
次
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま

す
。 

※
４
〜
８
月
の
特
別
徴
収
の
金
額
は
平

成
25
年
度
の
年
税
額
か
ら
計
算
し
た

金
額
に
な
り
ま
す
。 

 〈
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
条
件
〉 

①
世
帯
主
を
含
む
世
帯
内
の
国
保
加
入

者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
あ

る
世
帯
の
世
帯
主
の
方
（
ご
自
身
が

国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
擬
制
世
帯

主
の
方
は
除
き
ま
す
） 

②
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
（
複
数
の
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
は
、
全
部
の
金
額
の
合
計

で
は
な
く
１
つ
の
年
金
で
18
万
円
以

上
で
あ
る
こ
と
） 

※
た
だ
し
、
介
護
保
険
料
と
国
民
健
康

保
険
税
の
合
算
額
が
年
金
受
給
額
の

1/2
を
超
え
る
場
合
は
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。 

　
平
成
26
年
度
中
に
新
た
に
特
別
徴
収

の
対
象
者
に
な
る
予
定
で
、
口
座
振
替

を
希
望
す
る
方
は
事
前
に
申
し
出
を
お

願
い
し
ま
す
。 

　
平
成
26
年
４
月
か
ら
特
別
徴
収
を
中

止
す
る
場
合
は
、
平
成
26
年
１
月
31
日

（
金
）
ま
で
に
申
し
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

６
月
以
降
に
対
象
者
と
な
る
方
も
、
お

早
め
に
申
し
出
を
お
願
い
し
ま
す
。（
申

し
出
の
時
期
に
よ
り
中
止
で
き
る
年
金

支
払
い
月
が
違
い
ま
す
） 

 

※
特
別
徴
収
の
場
合
、
年
金
受
給
者
ご

本
人
が
そ
の
国
民
健
康
保
険
税
を
支

払
っ
た
も
の
と
し
て
、
所
得
税
や
住

民
税
の
申
告
の
際
に
社
会
保
険
料
控

除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。 
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架空請求
や 

ワンクリ
ック詐欺

に 

ご注意を
！！ 

要
に
な
り
ま
す
。 

 

◆
利
用
で
き
る
金
融
機
関 

・
阿
波
銀
行
　
本
支
店 

・
徳
島
銀
行
　
本
支
店 

・
か
い
ふ
農
業
協
同
組
合
　
本
支
所 

・
徳
島
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

　
各
代
理
店 

・
四
国
内
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局 

 

２
、
口
座
振
替
に
変
更
し
た
場
合
、
そ
の

分
の
社
会
保
険
料
控
除
は
口
座
振
替

で
支
払
っ
た
方
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
世
帯
全
体
の
所
得
税
や

住
民
税
が
減
額
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。 

 

３
、
こ
れ
ま
で
の
滞
納
理
由
等
に
よ
り
、

今
後
も
確
実
な
納
付
が
見
込
め
な
い

と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
口
座
振
替

へ
の
変
更
を
お
受
け
で
き
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
変
更
後
に
滞

納
が
発
生
し
た
場
合
は
年
金
か
ら
の

お
支
払
い
に
戻
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 

 【
お
問
い
合
せ
】 

　
役
場
保
健
福
祉
課
　
☎
77
―
３
６
１
４ 

架空請求
や 

ワンクリ
ック詐欺

に 

ご注意を
！！ 

「パソコンで、無料のア

ダルトサイトにアクセス

し、『18 歳以上ですか』

の問いに『はい』をクリッ

クしたら、突然『登録料を振

り込むように』という画面が表示され、

パソコンを再起動させても、請求画面を消

すことができない」、とういう相談があります。 

　サービスの申込み手続きをしていないのに、一方的

に料金請求をしてくるようなサイトは、ほぼ間違いな

く悪質業者です。料金請求の画面を目にすると、焦っ

てしまいがちですが、有料であることの承諾をした覚

えがないのに請求に応じる必要はありません。架空請

求を行う悪質なサイトを閲覧してしまった場合には、

絶対にサイト事業者に住所や電話番号を教えてはいけ

ません。脅しの請求画面が表示されても、無視をすれ

ば問題は起きないのです。安易にサイト業者に連絡す

ると、登録料を支払うよう脅迫されたり、個人情報を

教えることになりかねないので、サイト業者に連絡をするのは、絶対に止めましょう。 

　詐欺請求の画面を消すには、システムの復元をするのが有効とされています。方法につ

いては、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の解説ページ 

http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20080909.html 
が参考になります。 

　また、最近ではスマートフォンにおいて、料金請求画面に自分の電話番号やメールアド

レスが表示された場合は、不正なアプリケーションによって、端末の個人情報が相手に伝

わっている可能性があります。相手業者から料金請求の電話がかかってきたり、メールが

送られてきた場合は、電話の着信拒否やメールの受信拒否等で対応してください。アプリ

をダウンロードをする際は十分にご注意ください。 
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シリーズ地籍調査！シリーズ地籍調査！ そのその6シリーズ地籍調査！シリーズ地籍調査！ そのその6シリーズ地籍調査！ その6

地籍調査を順調に進めていくために、皆様のご理解とご協力をお願いします。 

役場建設課用地係　地籍調査担当　☎77－3618

せき ち さ ちょう く くい 

－ 地籍調査！（ あなたの土地を再確認 ）子や孫に 悔い を残さず 杭 残そう！ － 

地籍調査Ｑ＆Ａ 

Ｑ1　地籍調査で民地と民地の境界も、町が決めてくれるのですか？ 

Ａ1　地籍調査は、あくまでも隣接土地所有者同士で決めた境界を確認して 
調査を行うもので、町が民地と民地の境界を決定することは出来ません。 
あらかじめ関係者の間で境界の確認をお願いします。 

Ｑ2　立会における交通費や立会経費は支給されるのですか？ 

Ａ2　地籍調査は皆さんの財産である土地を明確にするために行われることから 
交通費や立会経費を支給する制度はなく、個人負担となります。 
ただし、調査に必要となる測量等の費用については、国50%、県25%、 
町25% の割合で負担しますので、個人負担はありません。 

Ｑ3　一筆地調査のときに、所有者等の立会がなぜ必要ですか？ 

Ａ3　所有者の立会は、正確でかつ所有者等が納得のいく現地調査を実施するために行われるものです。 
境界を確認するための地図等の資料が十分に整備されていない現状においては、必要不可欠なものです。 

Ｑ4　一筆地調査の立会は、必ず行かなければならないのですか？ 

Ａ4　境界の立会が行われない場合は、その土地について「 ※筆界未定 」となり、その旨が、土地登記簿に 
記載されます。そうなると今後の登記申請等に制限を受けることになるため、できる限り、ご協力いた 
だけるようお願いします。 

Ｑ5　当日、どうしても都合が悪く立会に行けない場合はどうすればよいですか？ 

Ａ5　どうしても当日に出席できない場合は、委任状を作成し、代理人に立会していただくようお願いします。 
なお、ご家族の方が代理でも委任状が必要です。 

Ｑ6　現地立会の日はどうしても都合がつかず、所有地周辺には知り合いがいません。 
代理人を探せませんがどうすればいいでしょうか？ 

Ａ6　原則、立会する人がいない場合は、杭などを打つことができません。 
ご都合のつかないときは、早めにご連絡ください。 
日程を変更して、現地立会を行わせていただきます。 

Ｑ7　登記簿の面積と調査後の面積が大きく変わった場合、調整を行ったりするのですか？ 

Ａ7　地籍調査は、土地所有者の皆さんが境界立会して定めた境界を確認し、測量を行うものです。 
面積が増減しても、登記簿の面積と整合させるような調整は行いません。 

Ｑ8　地籍調査が終わったら、設置された杭などは抜いてしまってもいいのですか？ 

Ａ8　地籍調査により設置された杭などについては、法律で保全が義務付けられています。 
杭などを破損したり、移動させると法律により罰せられる場合があります。 
また、杭などを個人の方が撤去された場合、必要なときにすぐ使えなくなり不便が生じるだけでなく、 
復元に関する費用は個人の方の負担となりますので、杭の保全にご協力をお願いします。 

「 ※筆界未定 」による制限 

①相続、贈与、売買などで分筆する場合、分筆が非常に困難になります。 
②合筆や農地転用が困難になります。 
③筆界未定地を解除する場合、自分たちの費用で測量し、法務局で地図と地籍の訂正が必要になり、 
　大変な手間と費用が必要になります。 

せき ち さ ちょう 

かい ひっ てい み 
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－ 境界確認 － 

かい ひっ てい み 
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「扶養親族等申告書」「扶養親族等申告書」は期限までに提出を！は期限までに提出を！ 「扶養親族等申告書」「扶養親族等申告書」は期限までに提出を！は期限までに提出を！ 「扶養親族等申告書」は期限までに提出を！ 

国民年金だより

　老齢もしくは退職を支給事由とする年金は、所得税法上「雑所得」として所

得税がかかります。 

　翌年支払われる年金から所得税の各種控除を受けるためには、現在、日本年金機構から送付

の「扶養親族等申告書」を提出していただき、年金にかかる所得税の計算を行いますので、提

出期限 平成25年12月2日（月）までに日本年金機構へ提出してください。 
　提出が遅れたり、提出されなかった場合には、各種控除が受けられず、提出した場合と比べ

て多くの所得税が源泉徴収されますので、ご注意ください。 

　なお、次の方は課税の対象となりませんので、申告書の提出は必要ありません。 

　・ 支払年金額（年額）が108万円未満の方（65歳以上は158万円未満の方） 

　・ 障害年金・遺族年金を受けている方 

「扶養親族等申告書」「扶養親族等申告書」に関するＱ＆Ａに関するＱ＆Ａ 「扶養親族等申告書」「扶養親族等申告書」に関するＱ＆Ａに関するＱ＆Ａ 「扶養親族等申告書」に関するＱ＆Ａ 

〈Ｑ1〉　扶養親族等申告書が送付されてきましたが、扶養親族等がいない場合も提出する必要

　　　がありますか？ 

〈Ａ1〉　当該申告書が提出されないとご自身の基礎控除等を受けることができませんので、控

　　　除を受けるために提出してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

〈Ｑ2〉　申告書を提出した場合は、確定申告の必要はないのですか？ 

〈Ａ2〉　次のような方は、扶養親族等申告書を提出した場合でも、税務署に確定申告が必要と

　　　なります。 

・年の途中で、扶養親族等の人数が増減するなどにより申告した扶養親族等申告書の内

容に変更が生じた方（扶養親族等が年の途中で死亡された場合は、その年の扶養親族等

として申告できます。） 

・年金以外の収入（給与など）がある方 

・他の公的年金を受給している方 

・生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除などを受けようとする方 

〈Ｑ3〉　提出期限が過ぎてしまった場合、どうすればよいですか？ 

〈Ａ3〉　提出期限が過ぎてしまった場合でも、すみやかにご提出ください。 

【お問い合せ先】　役場住民生活課　☎77－3613



夏
の
思
い
出

をオ
ース
トラリアで作ってみ

ま
せ
ん
か
？

ケアンズ市議会 
若者大使事業 夏

の
思
い
出

をオ
ース
トラリアで作ってみ

ま
せ
ん
か
？
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　美波町では、昭和44年4月1日（旧日和佐町）から姉妹都
市提携をオーストラリア　ケアンズ市と締結しており、以後、
教育、文化など様々な分野で交流をしています。 
　この度、ケアンズ市姉妹都市交流委員会から、各姉妹都市
から2名の学生を招待し、ホームステイや現地での交流活動
や市内視察を通して、学生たちの国際理解や友好交流を深め
るプログラムの案内がありました。平成23年に第1回「若
者大使事業」が開催され、今回で2回目の開催となります。 
　参加を希望される美波町在住高校1年生、中学3年生、及

びその保護者の皆さまは、役場総務企画課にあります応募用

紙にて応募ください。 

　申込み人数が多い場合、書類審査、及び抽選により参加者
を決定いたします。 
　詳しい内容については、役場総務企画課（☎77－3611）
までお問い合せください。 

　募集人数　　2名（美波町在住高校1年生、及び中学3年生） 
　　　　　　　※平成26年4月現在　高校1年、2年生 

　期　　間　　平成26年8月1日（金）～8月11日（月） 

　経　　費　　自己負担金　5万円程度 
　　　　　　　※パスポート取得費など別途個人負担金も 
　　　　　　　　ありますのでご了承ください。 

　締め切り　　平成26年1月27日（月） 
 

【お問い合せ先】役場総務企画課　☎77－3611

〜

平
成
25
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
宝
く
じ
）
助
成
事
業

〜 

西
由
岐
町
内
会
は
「
お
神
輿
」
を
修
繕 

恵
比
須
浜
田
井
町
内
会
は 

「
イ
ベ
ン
ト
及
び
美
化
活
動
備
品
」
の
整
備 

を
し
ま
し
た
！ 

　
宝
く
じ
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成

事
業
（
一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
）

に
よ
り
、
西
由
岐
町
内
会
が
西
由
岐
八

幡
神
社
秋
祭
り
で
練
り
回
る
「
お
神
輿
」

の
修
繕
を
行
い
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
恵
比
須
浜
田
井
町
内
会
で
は

イ
ベ
ン
ト
で
使
用
す
る
備
品
や
美
化
活

動
の
備
品
な
ど
を
整
備
し
、
地
区
で
開

か
れ
る
祭
り
な
ど
で
活
用
し
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
助
成
事
業
は
、
宝
く
じ
の
普
及
広

報
事
業
の
一
環
と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。 

　
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
学
校
・
図
書
館

な
ど
の
教
育
施
設
の
設
備
を
は
じ
め
、
道

路
・
橋
梁
・
公
園
・
社
会
福
祉
施
設
な
ど
の

建
設
改
修
な
ど
、
皆
さ
ま
の
日
常
生
活
に

役
立
つ
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。 
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町 民 運 動 会町 民 運 動 会
　11月3日（日）、日和佐、由岐両地区において、町民運動会が開催されました。 
　日和佐地区では、山河内公民館が昨年のリベンジを果たし、見事に優勝しました。由岐地区においても、木
岐町内会が「今年こそは！」とみんなが力を合わせて、今大会は優勝旗を手にしました。 
　今年は、不安だった天候も最後までなんとか持ちこたえ、参加者は地域の誇りと名誉をかけ、小さいお子さ
んからお年寄りまで元気いっぱいの町民運動会となりました。 

日和佐地区
運動会 

11月３日（
日） 

優勝：山河内公民館　　準優勝：北河内公民館 

由岐共楽
運動会 

11月３日（
日） 

優勝：木岐町内会　　準優勝：西由岐町内会 

町 民 運 動 会町 民 運 動 会



【
金
銭
債
務
に
関
す
る
無
料

相
談
会
】
開
催
の
お
知
ら
せ 

林
業
の
仕
事
を
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
か
？ 

県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

職
業
訓
練
生
募
集 

放
送
大
学
４
月
生
募
集
の

お
知
ら
せ 

工
業
統
計
調
査
を
実
施
し
ま
す 

最
低
賃
金
が
改
定
さ
れ
ま
し
た 

親
権
制
限
制
度

 

知
っ
て
い
ま
す
か 

〈
児
童
虐
待
か
ら
子
ど
も
を
守
ろ
う
〉 
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借
金
を
抱
え
て
お
悩
み
の
県
民
の

方
を
対
象
に
、
法
律
専
門
家
に
よ
る

無
料
の
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。 

　
多
重
債
務
と
い
っ
た
借
金
問
題
は

解
決
で
き
ま
す
！
　秘
密
は
厳
守
し

ま
す
の
で
、是
非
こ
の
機
会
に
御
相

談
く
だ
さ
い
！
　徳
島
弁
護
士
会
所

属
の
弁
護
士
が
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。 

日
時 

平
成
25
年
12
月
21
日
�
　
午
後
13

時
〜
16
時 

場
所 

南
部
総
合
県
民
局 

阿
南
庁
舎
２
階

会
議
室
（
阿
南
市
富
岡
町
あ
王
谷
46
） 

受
付 

相
談
料
、
無
料
。
予
約
不
要
（
先
着

順
で
す
）。
当
日
会
場
で
受
け
付
け

し
ま
す
。 

お
問
い
合
せ
先 

徳
島
県
消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー 

☎
０
８
８
│
６
２
３
│
０
６
１
２ 

FAX
０
８
８
│
６
２
３
│
０
１
７
４ 

   

○
工
業
統
計
調
査
は
、
従
業
者
４
人

以
上
の
全
て
の
製
造
事
業
所
を
対

象
に
12
月
31
日
時
点
で
実
施
し

ま
す
。 

○
工
業
統
計
調
査
は
、
我
が
国
に
お

け
る
工
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
政
府
の
重

要
な
調
査
で
、
統
計
法
に
基
づ
く

報
告
義
務
の
あ
る
基
幹
統
計
調
査

で
す
。 

○
調
査
の
結
果
は
中
小
企
業
施
策
や

地
域
振
興
な
ど
、
国
及
び
地
域
行

政
施
策
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し

て
利
活
用
さ
れ
ま
す
。 

○
調
査
票
に
御
記
入
い
た
だ
い
た
内

容
は
、
統
計
作
成
の
目
的
以
外（
税

の
資
料
な
ど
）
に
使
用
す
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。 

○
調
査
の
趣
旨
・
必
要
性
を
御
理
解

い
た
だ
き
、
御
回
答
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

お
問
い
合
せ
先 

役
場
総
務
企
画
課 

　
☎
77
│
３
６
１
１ 

      

■
徳
島
県
最
低
賃
金 

　
　
　
　
　
時
間
額
　
６
６
６
円 

（
平
成
25
年
10
月
30
日
か
ら
） 

お
問
い
合
せ
先 

徳
島
労
働
局
賃
金
室 

　
☎
０
８
８
│
６
５
２
│
９
１
６
５ 

    

　
林
業
退
職
金
共
済
制
度
（
林
退
共
）

に
加
入
し
て
い
た
が
、
退
職
金
を
ま

だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
方
を
探
し
て

い
ま
す
。 

　
以
前
、
林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た

が
、
ご
自
身
が
林
退
共
へ
加
入
し
て

い
た
か
分
か
ら
な
い
方
に
つ
い
て
も

お
調
べ
い
た
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
罹
災
さ
れ
た
共
済
契
約
者

及
び
被
共
済
者
の
皆
様
に
対
し
、
各

種
手
続
（
共
済
手
帳
の
紛
失
、
退
職

金
の
請
求
等
）
の
必
要
が
生
じ
た
場

合
は
で
き
る
限
り
の
範
囲
に
お
い
て

速
や
か
に
対
応
し
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
最
寄
の
支
部
又
は
本

部
へ
お
問
い
合
わ
せ
、
ご
相
談
下
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
問
い
合
せ
先 

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済

機
構
　
林
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部 

〒
１
７
０
―
８
０
５
５ 

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
１
│
24
│
１

ニ
ッ
セ
イ
池
袋
ビ
ル 

☎
０
３
│
６
７
３
１
│
２
８
８
７ 

FAX
０
３
│
６
７
３
１
│
２
８
９
０ 

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご

案
内
し
て
い
ま
す
。 

h
ttp
:
//w
w
w
.rin
taik
y
o.tai 

　
　
　sy

ok
u
k
in
.g
o.jp
/ 

    

訓
練
科
　
Ｉ
Ｔ
技
能
科
３ 

内
容
　
ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
、
パ
ワ

ー
ポ
イ
ン
ト
　
等 

定
員
　
15
名 

対
象
　
離
転
職
者
等
で
、
公
共
職
業

安
定
所
長
か
ら
受
講
あ
っ
せ
ん
を
受

け
た
人 

訓
練
期
間
　
２
月
19
日
�
〜
５
月

16
日
�
（
土
・
日
・
祝
日
は
休
校
日
） 

訓
練
時
間
　
９
時
〜
16
時 

訓
練
場
所
　
四
国
進
学
会
　
阿
南
校 

受
講
料
　
無
料
　
※
テ
キ
ス
ト
代
は

自
己
負
担 

申
込
期
間
　

12
月
18
日
�
〜
１

月
29
日
� 

申
込
先
　
居
住
地
を
所
管
す
る
公
共

職
業
安
定
所
へ 

お
問
い
合
せ
先 

公
共
職
業
安
定
所
ま
た
は
南
部
テ
ク

ノ
ス
ク
ー
ル 

　
☎
０
８
８
４
│
26
│
０
２
５
０ 

    

　
創
立
30
周
年
を
迎
え
た
放
送
大

学
で
は
平
成
26
年
度
第
１
学
期
（
４

月
入
学
）
の
学
生
を
募
集
中
で
す
。 

　
放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
等
の
放
送
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
学
ぶ
通

信
制
の
大
学
で
す
。 

　
心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅
広
い
分

野
を
学
べ
ま
す
。 

　
働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業

し
た
い
、
学
び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、

様
々
な
目
的
で
幅
広
い
世
代
、
職
業

の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。 

出
願
期
間
　
２
月
28
日
ま
で 

※
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
放
送
大
学
徳
島
学

習
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
８
８
│
６
０

２
│
０
１
５
１
）
ま
で
ご
請
求
く

だ
さ
い
。
放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。 

     

親
権
制
限
事
件
と
は 

　
父
親
、
ま
た
は
母
親
の
親
権
（
財

産
管
理
権
）
の
行
使
に
問
題
が
あ
る

場
合
に
、
そ
の
父
親
や
母
親
の
親
権

を
失
わ
せ
る
「
親
権
喪
失
」、
２
年

以
内
の
期
間
に
限
っ
て
親
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る

「
親
権
停
止
」、
未
成
年
の
子
ど
も
の

財
産
を
管
理
す
る
権
利
、
財
産
管
理

権
を
失
わ
せ
る
「
管
理
権
喪
失
」
の

３
つ
の
事
件
を
さ
し
ま
す
。 

　
こ
の
う
ち
、
「
親
権
停
止
」
は
、

児
童
虐
待
の
防
止
を
図
る
た
め
に
、

平
成
24
年
４
月
に
新
設
さ
れ
た
制

度
で
、
親
権
を
失
わ
せ
る
ま
で
の
必

要
は
な
い
事
案
で
も
、
子
ど
も
の
利

益
を
守
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て

親
権
を
制
限
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。 

お
問
い
合
せ
先 

徳
島
県
家
庭
裁
判
所
事
務
局
総
務
課 

　
☎
０
８
８
│
６
０
３
│
０
１
１
１ 



Ｓマークは厚生労働大臣認可の標準営業
約款制度に従って営業している理容店・
美容店・クリーニング店などの表示です。 
 

Ｓマーク　標準営業約款 

標準約款制度「Ｓマーク」は、
消費者の皆さまにご利用いただ
く際の安全・安心の目印です。 

つ
ぼ
み 

あ
み 

お 
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（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

 

13:00～15:00 

９:00～12:00 

９:00～12:00 

９:00～12:00 

９:00～12:00 

９:00～12:00 

９:00～12:00

1月 まちの相談カレンダー 

２日 

８日 

９日
 

 

14日 

16日 

23日 

30日 

木 

水 

木
 

 

火 

木 

木 

木 

 

由 岐 公 民 館  

日和佐老人福祉センター 

日和佐老人福祉センター 

日 和 佐 隣 保 館  

日和佐老人福祉センター 

日和佐老人福祉センター 

日和佐老人福祉センター 

休 み  

行 政 相 談 

心配ごと相談 

行 政 相 談 

人 権 相 談  

心配ごと相談 

心配ごと相談 

心配ごと相談 

町民文芸のコーナーに掲載を希望される 
場合は、総務企画課（☎77－3611）まで 
連絡をお願いします。※原稿は前月の 
20日前後までに提出してください。 

町

民

文

芸

町

民

文

芸

 

町

民

文

芸

 

　
　
由

岐

句

会 

先
人
の
漁
場
開
拓
鷹
渡
る
　
　
　
　
　
　
　
住
谷
　
喜
舟 

小
春
日
の
温
も
り
膝
に
小
物
縫
う
　
　
　
　
米
山
　
玉
子 

島
岬
波
の
と
ど
ろ
に
鷹
渡
る
　
　
　
　
　
　
由
岐
　
亮
子 

賜
り
し
余
生
大
事
に
小
六
月
　
　
　
　
　
　
戎
谷
　
久
代 

舟
の
尾
に
波
紋
広
が
る
小
春
凪
　
　
　
　
　
戎
谷
　
利
公 

勤
行
の
鐘
よ
く
ひ
び
く
露
の
朝
　
　
　
　
　
松
内
　
き
ぬ 

首
の
骨
廻
せ
ば
鳴
り
ぬ
秋
の
風
　
　
　
　
　
松
内
　
澄
魚 

子
の
机
ひ
ろ
く
使
い
て
冬
籠
る
　
　
　
　
　
下
町
　
　
昭 

手
作
り
の
蒟
蒻
ま
ろ
き
小
春
か
な
　
　
　
　
森
　
　
浄
子 

し
ろ
が
ね
の
雲
と
旅
す
る
水
の
秋
　
　
　
　
中
川
　
秀
司 

小
春
凪
波
止
に
も
た
れ
て
釣
談
義
　
　
　
　
森
本
富
美
子 

 

　
　
木

岐

句

会 
新
海
苔
を
咬
め
ば
広
ご
る
磯
の
味
　
　
　
　
湊
　
と
お
る 

秋
澄
む
や
頼
り
頼
ら
る
娘
の
あ
り
て
　
　
　
三
谷
　

枝 

名
刹
の
句
碑
に
膝
つ
く
薄
紅
葉
　
　
　
　
　
森
　
　
延
子 

七
色
に
朝
日
を
映
す
露
の
玉
　
　
　
　
　
　
海
部
夫
志
子 

莟
つ
く
那
賀
川
野
菊
欲
し
が
ら
れ
　
　
　
　
浜
名
　
文
子 

が
む
し
ゃ
ら
に
子
が
振
る
網
や
赤
と
ん
ぼ
　
寺
下
岩
次
郎 

秋
耕
を
了
え
夕
映
を
ひ
と
り
じ
め
　
　
　
　
志
尾
多
磨
子 

 

　
　
日

和

佐

句

会
　 

秋
祭
何
よ
り
め
で
た
い
日
本
晴
れ
　
　
　
　
橋
本
た
か
き 

石
垣
を
か
ら
め
て
寺
の
蔦
紅
葉
　
　
　
　
　
本
庄
　
潮
乃 

思
わ
ざ
る
道
へ
出
て
来
し
紅
葉
狩
　
　
　
　
白
河
　
輝
女 

里
山
の
風
情
増
し
け
り
柿
た
わ
わ
　
　
　
　
福
井
　
咲
希 

ま
た
一
葉
舞
い
落
ち
て
き
し
神
の
庭
　
　
　
岡
本
　
真
砂 

 

　
　
時

雨

庵

俳

句

会

 

草
虱
辿
り
し
径
を
語
り
け
り
　
　
　
　
　
　
勝
瑞
　
高
春 

阿
波
鳴
に
母
情
沁
み
入
る
暮
の
秋
（
大
戸
）
　
名
田
み
や
女 

　
　
日

和

佐

短

歌

会 

西
国
の
石
山
寺
の
名
に
し
負
う
石
を
配
す
る
庭
に
紅
葉
映
ゆ
　
　
　
　
　
　
福
井
　
郁
子 

雨
毎
に
寒
さ
募
り
し
峡
の
里
柚
子
は
た
わ
わ
に
色
づ
き
初
む
る
　
　
　
　
　
栗
林
　
和
子 

ゆ
く
秋
の
夕
方
空
を
見
上
げ
れ
ば
三
羽
の
鷺
が
西
に
飛
び
行
く
　
　
　
　
　
小
延
　
恭
弘 

街
路
樹
の
色
づ
き
初
め
し
道
を
ゆ
く
人
と
犬
と
が
歩
調
合
せ
て
　
　
　
　
　
本
庄
た
ゑ
子 

 

　
　
投

稿

（
短

歌
）

 

広
辞
苑
殿
パ
ズ
ル
遊
び
に
駆
り
だ
さ
れ
代
打
満
塁
ホ
ー
ム
ラ
ン
打
つ
　
　
　
下
町
　
　
昭 

　美波町社会福祉協議会事務局では、心配ごと相談を随時受
付しております。 

（受付日／月～金　8：30～17：00　土・日・祝祭日休） 

連絡先／美波町社会福祉協議会　☎77－0342 
　　　　　　　　　　由岐支所　☎78－1792

■日 時 　平成25年12月25日（水） 
　　　　　午前9時30分～ 

■場 所 　日和佐公民館　3階会議室 

教育委員会からのお知らせ 
12月定例教育委員会開催の日程について 



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 

めずらし写真展写真展  めずらし写真展写真展  めずらし写真展  
12月5日（木）～12月25日（水）　2Fギャラリー 

■図書館カレンダー 

図
書
館
だ
よ
り 

No.093 No.093 
2013年12月号 

●休館日 １月の予定 

1 2 3 4

5 76 8 9 10 11

12 1413 15 16 17

2120 22 2423

30 31

25

18

19

27 28 2926

●休館日 12月の予定 

1 2 3 4 5 76

8 9 10 11 12 1413

15 16 17 2120

22 2423

30 31

25

18 19

27 28

29

26

美波町日和佐図書・資料館　☎0884－77－2733

・クリスマスのおばけ 

・ばばばあちゃんのクリスマスかざり 

・トリックアートクリスマス 

・ヘンテコリンおじさん 

・ぼくのへやのりすくん 

・いちにちどうぶつ 

・おつかいくん 

・ぞうはどこへいった？ 

・ぞうはどこへもいかない 

・しろうさぎとりんごの木 

・明日のカルタ 

・伝説の双子ソフィー＆ジョシュ 

 

・こども大図鑑恐竜 

せなけいこ 

さとうわきこ 

北 岡 明 佳  

みやにしたつや 

とりごえまり 

ふくべあきひろ 

鈴木のりたけ 

五 味 太 郎  

五 味 太 郎  

石 井 睦 美  

倉本美津留 

 

マイケル・スコット 

ダグラス・パーマー 

≪児童本≫ ■新着本 
・疾風ロンド 
・黒猫の刹那あるいは卒論指導 
・真夜中のパン屋さん　午前３時の眠り姫 
・悪医 
・新釈にっぽん昔話 
・あなたの人生、片づけます 
・二重螺旋の誘拐 
・世の中それほど不公平じゃない 
・大江戸ドクター 
・天使の柩 
・はなとゆめ 
・ジャーニー・ボーイ 
・上流階級 
・いつの日も泉は湧いている 
・ゼロワン 
・影を買う店 
・ひこばえに咲く 
・新検察捜査 
・外田警部、カシオペアに乗る 
・名もなき日々を 
・花咲小路四丁目の聖人 
・花咲小路一丁目の刑事 

東 野 圭 吾  
森 　 晶 麿  
大 沼 紀 子  
久 坂 部 羊  
乃 南 ア サ  
垣 谷 美 雨  
喜 多 喜 久  
浅 田 次 郎  
和田はつ子 
村 山 由 佳  
冲 方 　 丁  
高 橋 克 彦  
高 殿 円  
盛 田 隆 二  
深 山 　 亮  
皆 川 博 子  
玉岡かおる 
中 嶋 博 行  
古野まほろ 
宇江佐真理 
小 路 幸 也  
小 路 幸 也  

等など 

※このほかにも、実用書、趣味の本、児童書や

絵本などたくさんの本が入っています。あな

たの読みたい本が図書館になければ、予約や

リクエストができます。どんどん申し出てく

ださい。お待ちしております。 

『 開館日・時間 』　　☆ 火曜日～金曜日…午前10時から午後６時まで 

　　　　　　　　　☆ 土曜日・日曜日…午前10時から午後５時まで 

『休館日』 ★毎週月曜日（祝日に当たるときは翌日も）★祝日と年末年始 No.093 
2013年12月号 
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■http://www.town.minami.tokushima.jp
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地籍調査 地元説明会が開催されました!!地籍調査 地元説明会が開催されました!!地籍調査 地元説明会が開催されました!!

美波町HP 
QRコード 

人口と世帯

今月の納税 

    

 平成25年10月31日 （木）午後7時30分から

赤松集会所において、赤松字新発谷地区の地籍調査

地元説明会が開催されました。 

 美波町では、平成25年度から地籍調査事業を開始

しましたので、最初の地元説明会となります。 

 土地所有者50名の方が出席され、地籍調査の進め

方等についての説明を熱心に聞いていただきました。

地籍調査を順調に進めていくために、皆様のご理解と

ご協力をお願いします。 

美波町建設課 地籍調査担当 ☎77－3618

うみがめ杯争奪野球大会 うみがめ杯争奪野球大会 第41回 

優勝：日和佐名球会 準優勝：由岐クラブ 

うみがめ杯争奪野球大会 

優勝した日和佐名球会チーム、準優勝の由岐クラブチーム 

日時：平成25年 10月27日 （日） 

場所：旧日和佐高校グラウンド 
   町民グラウンド 

広報みなみ１月号 

発行日の変更について 

 次号（１月号）は、編集・

印刷スケジュールの都合上、 

発行日を変更させて頂きま

す。 

【次号発行予定日】 

平成26年１月17日 （金） 

個人情報保護のため人口動態・社協

だよりはホームページでは公開しま

せん。


